
利尻町砕石事業経営戦略

令和３年３月

利尻町砕石事業所



：

：

： 令和 3 年 3 月

： 令和 2 年度 令和 11 年度

※複数の施設を有する事業にあっては、施設ごとの状況が分かるよう記載すること。

１．事業概要

（１）

（２） 現在の経営状況

事 業 の 内 容

　当事業所は、昭和42年に事業開始以来、利尻・礼文両島の骨材の安定供給に努めてきたが、近
年では公共事業の縮減やリサイクル骨材の需要増加などにより、厳しい経営状況が続くものと見込
まれます。
　現在は、平成20年度にＪＩＳ認証を受けたコンクリート用砕石の需要が高まり、付加価値のある砕
石の生産販売を行っております。

事 務 部 門 職 員 数

昭和42年4月1日
法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

事 業 の 種 類

４名
（うち会計年度任用職員１名）

製 造 部 門 職 員 数
７名

（うち会計年度任用職員６名）

事 業 所 所 在 地 利尻郡利尻町沓形字種富町２９２番地

採 取 場 所 所 在 地 利尻郡利尻町沓形字種富町　宗谷森林管理署１１６林班

①　不良在庫を抱えない為に需要動向の精度を
高めており、生産量と販売量は均衡している。

別添１０－１

法適用

砕石製造販売

事 業 開 始 年 度

施 設 名

～

利尻町砕石事業所

利尻町砕石事業経営戦略

策 定 日

事 業 名

団 体 名

事　業　形　態

計 画 期 間

利　尻　町

その他事業（砕石事業）
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②　過去５年の製品毎の出荷割合を比較すると、
コンクリート骨材の占める割合が高くなっている。

③　経常収支比率は過去５年においては常に
100％を超え安定した経営が行われている。

⑤　自己資本比率は過去５年においては常に
100％を維持している。

④　流動比率は過去５年においては常に
1000％を超え安定した経営が行われている。
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２．将来の事業環境

（１） 石材需要の見通し

（２） 販売収入の見通し

（３） 老朽化対策の見通し

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

５．公営企業としての実施する必要性

６．経営戦略の事後検証、改定などに関する事項

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（１）投資・財政計画（収支計画）　：別紙のとおり

　社会インフラ整備に必要なコンクリート等に不可欠の建設資材であるが、公共事業の減と、循環型社会の推進に伴うコンクリート
塊由来の再生骨材が路盤材として利用されており、路盤材の出荷量は減ってきている。　一方で、ここ数年は宗谷管内の風力発
電用風車の建て替えや、送電施設整備等に伴うコンクリート用骨材に安定した需要が見込まれている。

　石材需要の動向や生産費用を考慮しながら随時販売単価の改定を実施する。

石材需要の動向や生産費用を考慮しながら随時販売単価の改定を実施する。

実積との乖離を修正するため、必要に応じて収支計画を見直す。

　利尻・礼文両島の工事用・コンクリート骨材に占める本事業所の位置付けは非常に重要である。民間企業が事業を行った場合、
短期的な経営悪化による事業廃止等に陥った場合、地域経済に与える影響は非常に大きく、公営で行われなければ安定的な建
設資材の確保もできないことから、創意工夫しながら事業を継続する必要がある。

　各種プラントの施設改修の時期に来ているため、老朽化が進んでいるが、適切な維持補修を行い施設の長寿命化を図りなが
ら、適時更新してゆく。

人件費を含む経常経費は、節減に努め、収支の均衡を図る。

・利尻・礼文島地区の骨材の安定供給。
・常に品質の安定した製品の製造に努める。
・効率化・合理化に努め、コスト低減を図る。
・危険を排除し作業の安全を図る。
・企業の経営性を発揮し社会に貢献する。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

生産に必要な重機については、更新計画に従い順次更新を行う。

②　収支計画のうち財源についての説明
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 223,052 177,449 260,970 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378
(1) 222,102 177,305 260,970 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378
(2) (B)
(3) 950 144

２． 35,003 36,394 38,086 38,050 38,050 38,050 38,050 38,050 38,050 38,050 38,050 38,050
(1)

(2)
(3) 35,003 36,394 38,086 38,050 38,050 38,050 38,050 38,050 38,050 38,050 38,050 38,050

(C) 258,055 213,843 299,056 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428
１． 245,857 228,234 299,056 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428
(1) 23,802 38,223 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500

10,925 21,904 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

12,877 16,319 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500
(2) 206,777 190,011 247,521 199,928 199,928 199,928 199,928 199,928 199,928 199,928 199,928 199,928

24,763 26,758 29,176 29,176 29,176 29,176 29,176 29,176 29,176 29,176 29,176 29,176
6,841 4,351 15,462 15,462 15,462 15,462 15,462 15,462 15,462 15,462 15,462 15,462

20,433 22,202 13,542 13,542 13,542 13,542 13,542 13,542 13,542 13,542 13,542 13,542
154,740 136,700 189,341 141,748 141,748 141,748 141,748 141,748 141,748 141,748 141,748 141,748

(3) 15,278 13,035 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
２．
(1)

(2)
(D) 245,857 228,234 299,056 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428 251,428
(E) 12,198 △ 14,391
(F)
(G)
(H)

12,198 △ 14,391
(I)
(J)

(K)

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 223,052 177,449 260,970 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378 213,378

(N)

(O)

(P)

修 繕 費

補 助 金
他 会 計 補 助 金

Ｒ11 Ｒ12Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8Ｒ3

営 業 収 益

Ｒ4 Ｒ9 Ｒ10

そ の 他

職 員 給 与 費

特 別 損 失

材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息

(C)-(D)
特 別 利 益

収

益

的

支

出 う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

収

益

的

収

支

そ の 他
支 出 計

経 常 損 益

収

益

的

収

入

動 力 費

そ の 他

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費

営 業 費 用

そ の 他 補 助 金
長 期 前 受 金 戻 入

収 入 計

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 未 払 金
う ち 一 時 借 入 金

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A)

(B)

(C)

１． 24,300 27,735 85,140 2,530 25,000 35,000 35,000 35,000 2,000 6,000 12,000 20,000

２．

３．

４． 15,000 30,000 10,000

５．

(D) 39,300 57,735 95,140 2,530 25,000 35,000 35,000 35,000 2,000 6,000 12,000 20,000

(E) 39,300 57,735 95,140 2,530 25,000 35,000 35,000 35,000 2,000 6,000 12,000 20,000

１． 24,300 27,735 85,140 2,530 25,000 35,000 35,000 35,000 2,000 6,000 12,000 20,000

２． 15,000 30,000 10,000

３．

４．

(F) 39,300 57,735 95,140 2,530 25,000 35,000 35,000 35,000 2,000 6,000 12,000 20,000

(G)

(H)

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

資

本

的

収

入

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

Ｒ8 Ｒ9

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

Ｒ10 Ｒ11

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

本年度 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7


